
【表紙】  

  

【提出書類】 訂正報告書

【根拠条文】 法第27条の25第３項

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】

ユナイテッド　アジア　ホンコン　グループ　リミテッド　（ＵＮ

ＩＴＥＤ　ＡＳＩＡ　ＨＯＮＧ　ＫＯＮＧ　ＧＲＯＵＰ　ＬＩＭＩ

ＴＥＤ）　取締役　ＬＡＩ，ＣＨＩ　ＫＩＮ

【住所又は本店所在地】

ＲＯＯＭＳ２１０３－０４，２１／Ｆ，ＷＩＮＧ　ＯＮ　ＣＥＮＴ

ＲＥ，１１１　ＣＯＮＮＡＵＧＨＴ　ＲＯＡＤ　ＣＥＮＴＲＡＬ，

ＨＯＮＧ　ＫＯＮＧ

【報告義務発生日】 該当事項ありません

【提出日】 平成２８年７月２７日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】 該当事項ありません

【提出形態】 該当事項ありません

【変更報告書提出事由】 該当事項ありません
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【発行者に関する事項】

発行者の名称 　株式会社リミックスポイント

証券コード 3825 

上場・店頭の別  上場

上場金融商品取引所  東京　マザーズ

【提出者に関する事項】

個人・法人の別 法人 

氏名又は名称

ユナイテッド　アジア　ホンコン　グループ　リミテッド　（ＵＮＩＴＥＤ　

ＡＳＩＡ　ＨＯＮＧ　ＫＯＮＧ　ＧＲＯＵＰ　ＬＩＭＩＴＥＤ）　取締役　Ｌ

ＡＩ，ＣＨＩ　ＫＩＮ

住所又は本店所在地
ＲＯＯＭＳ２１０３－０４，２１／Ｆ，ＷＩＮＧ　ＯＮ　ＣＥＮＴＲＥ，１１

１　ＣＯＮＮＡＵＧＨＴ　ＲＯＡＤ　ＣＥＮＴＲＡＬ，ＨＯＮＧ　ＫＯＮＧ

事務上の連絡先及び担当者名  弁護士　藤田正人

電話番号  03-5464-5940

 

【訂正事項】
訂正される報告書の

報告義務発生日
 平成２８年７月１３日

訂正前

１（１）①提出者（大量保有者）　氏名又は名称　ユナイテッド　アジア　ホ

ンコン　グループ　有限会社

１（２）保有目的

１（４）②株券等保有割合　発行済株式等総数（日付）　平成28年7月15日

１（５）当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近６０日間の取得又

は処分の状況　割合　0.02　0.21

訂正後

１（１）①提出者（大量保有者） 氏名又は名称　ユナイテッド　アジア　ホン

コン　グループ　リミテッド　（ＵＮＩＴＥＤ　ＡＳＩＡ　ＨＯＮＧ　ＫＯＮ

Ｇ　ＧＲＯＵＰ　ＬＩＭＩＴＥＤ）

１（２）保有目的　純投資

１（４）②株券等保有割合　発行済株式等総数（日付）　平成28年7月13日

１（５）当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近６０日間の取得又

は処分の状況　割合　1.99　20.94
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